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		所得・課税・扶養(市・道民税)証明書、納税証明書、固定資産評価証明書、公課証明書などの請求について
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›記事›所得・課税・扶養(市・道民税)証明書、納税証明書、固定資産評価証明書、公課証明書などの請求について
				    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
      ※証明書に関するお問い合わせは、赤平市役所税務課(電話番号0125-32-2219)までお電話ください。


窓口でご請求されるお客様


お持ちいただくもの


	請求書(窓口に備え付けています）
	本人確認書類
		1点で良いもの(官公署発行の顔写真付きの書類)
			マイナンバーカード
	運転免許証
	パスポートなど


		
	2点必要なもの(顔写真が付いていない)
			健康保険証
	年金手帳など


		
	マイナンバーを通知するために送付された「通知カード」は、本人確認書類として使用できません。


	
	手数料
		所得・課税・扶養(市・道民税)証明 (1税目・単年度・1納税者につき) 300円
	納税証明 (1税目・単年度・1納税者につき) 300円
	固定資産評価証明 (土地1筆、家屋1件) 300円
	固定資産税都市計画税公課証明 (単年度・1納税者につき) 300円


	
	委任状
		代理のかたが請求する場合に必要になります。ただし、請求内容が所得・課税・扶養(市・道民税)証明で、本人と同居されている親族のかたが代理で請求される場合は不要です。
			委任状様式はこちら


		


	
	
	その他


		
		相続人のかたが請求する場合、相続人であることを証明する書類の写しが必要です。

		
	
		市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります。このため、市税を納めた後あまり日をおかずに納税証明等を請求する場合には、念のため「領収書の写し」も同封してください。

		
	
		インターネットを使用し市税を納めた場合、納税証明書を発行できるのは、納めた日の3週間後からとなります。それまでの間は、お支払手続き完了の画面を印刷したものや、クレジットカード会社からのご利用明細を同封いただいても、納税証明書は発行できません。

		


	



郵便請求のお客様


郵便請求のお客様は、次のことをご確認ください。



[image: ポストのイラスト]


[image: 書類のイメージ画像]





 


お送りいただくもの


	請求書

		所得・課税・扶養(市・道民税)証明、納税証明等請求書
			所得・課税・扶養証明・納税証明等請求書の様式はこちら


		
	固定資産評価証明、公課証明請求書は次の書類
			固定資産評価証明・公課証明請求書の様式はこちら


		
	日中、ご連絡のとれる電話番号を必ずお書きください。


	
	本人確認書類(写し)
		1点で良いもの(官公署発行の顔写真付きの書類)
			マイナンバーカード
	運転免許証
	パスポートなど


		
	2点必要なもの(顔写真が付いていない)
			健康保険証
	年金手帳など


		
	マイナンバーを通知するために送付された「通知カード」は、本人確認書類として使用できません。


	
	手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)
		手数料については、「窓口でご請求されるお客様にお持ちいただくもの」の「手数料」をご確認ください。
	別途郵便局に支払う手数料がかかります。
			定額小為替がどんなものかはこのページの最下段をご覧ください。


		


	
	返信用封筒
		あらかじめ宛先を記入し、切手を貼付してください。
	長形3号封筒につきましては、プリンターの設定にもよりますが、次の封筒レイアウトを使用し印刷することができます。
			長3封筒レイアウト


		


	
	委任状
		
		代理のかたが請求する場合に必要になります。ただし、請求内容が所得・課税・扶養(市・道民税)証明で、本人と同居されている親族のかたが代理で請求される場合は不要です。


			
			委任状の様式はこちら

			


		


	
	
	その他


		相続人のかたが請求する場合、相続人であることを証明する書類の写しが必要です。
	市税を納めた後、納付いただいた旨の通知が金融機関等から届くのに日数がかかります。このため、市税を納めた後あまり日をおかずに納税証明書を請求する場合には、念のため「領収書の写し」も同封してください。
	インターネットを使用し市税を納めた場合、納税証明書を発行できるのは、納めた日の3週間後からとなります。それまでの間は、お支払手続き完了の画面を印刷したものや、クレジットカード会社からのご利用明細を同封いただいても、納税証明書は発行できません。


	



参考:定額小為替のイメージ
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    お問い合わせ

      税務課

      	電話:
	0125-32-2219


      	リンクURL:
	税務課へのお問い合わせはこちら


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


				公開日：2019年5月22日

				

アンケート




  
    
      
        
  この記事の内容（政策など）について意見をお聞かせください。※必須入力
      いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。
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  広告掲載について






		
	
	



	

      
        ナビゲーション

        
          	サイトマップ
	ウェブアクセシビリティ方針


          	アクセス
	市役所案内図


        


      

      
        
          北海道赤平市

        

        	赤平市役所
Facebook
	赤平市地域おこし協力隊
Facebook
	赤平市公式
YouTube


        
          	〒079-1192 北海道赤平市泉町4丁目1番地
	電話：0125-32-2211（代表）


		 開庁時間：
				月曜日から金曜日まで
            	（祝日及び12月31日から1月5日までを除く）
            	8時30分から17時まで
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